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滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 改正の理由 

滋賀県立総合病院の病床数を見直すこと等に伴い、必要な規定の整備を行うため、

滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和 51年滋賀県条例第 18 号）の一部を改正

しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 滋賀県立総合病院の病床数を 588 床に変更することとします。（第１条の規定に

よる改正後の別表第１関係） 

(2) 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 14 条の規定に基づく組織として、

滋賀県病院事業庁建設コンサルタント等選定審査委員会を新たに設置することと

します。(第１条の規定による改正後の別表第２関係) 

(3) その他の文書の手数料の最低金額を変更することとします。（第１条の規定によ

る改正後の別表第３関係） 

(4) 滋賀県立総合病院の病床数を 560 床に変更することとします。（第２条の規定に

よる改正後の別表第１関係） 

(5) この条例は、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに定める

日から施行することとします。 

 ア (1)の規定 公布の日 

 イ (2)および(3)の規定 令和８年４月１日 

ウ (4)の規定 公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定め

る日 
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議第40号

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 8年 2月16日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

第 1条 滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和51年滋賀県条例第18号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第 1滋賀県立総合病院の項中「 635 床」を「 588 床」に改める。

別表第 2滋賀県病院事業庁建設工事等総合評価審査委員会の項の次に次のように加える。

滋賀県病院事業庁建設コンサルタント等 病院事業庁長の諮問に応じて病院事業庁

選定審査委員会 が発注する土木工事および建築工事の設

計および監理ならびに土木工事および建

築工事に関する調査、企画、立案および

助言に係る地方自治法施行令第 167 条の

2第 1項第 2号の規定による随意契約の

締結のため建設コンサルタント等を選定

する場合における当該選定に関する事項

について審査すること。

別表第 3手数料の表その他の文書の項中「 1,100 」を「 610 」に改める。

第 2条 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第 1滋賀県立総合病院の項中「 588 床」を「 560 床」に改める。

付 則

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第 1 条中滋賀県病院事業の設置等に関する条例別表第 1の改正規定 公布の日

(2) 第 1 条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 令和 8年 4月 1日

(3) 第 2 条の規定 公布の日から起算して 2年を超えない範囲内において規則で定める日
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滋賀県病院事業の設置等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

旧 新 

本則および付則 省略 本則および付則 省略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 位置 業務内容 病床数 

滋賀県立総合病

院 

守山市守山

五丁目 

(1)～(10) 省略 635床

省略 
 

名称 位置 業務内容 病床数 

滋賀県立総合病

院 

守山市守山

五丁目 

(1)～(10) 省略 588床

省略 
 

 注 省略 注 省略 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

名称 担任する事務 

省略 

滋賀県病院事業庁建設工事等総合

評価審査委員会 

病院事業庁長の諮問に応じて病院事

業庁が発注する建設工事等に係る地

方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の10の２第３項に規定す

る落札者決定基準の策定および同条

第５項の規定による落札者の決定に

関する事項について審査すること。 

（新設） 

 

名称 担任する事務 

省略 

滋賀県病院事業庁建設工事等総合

評価審査委員会 

病院事業庁長の諮問に応じて病院事

業庁が発注する建設工事等に係る地

方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の10の２第３項に規定す

る落札者決定基準の策定および同条

第５項の規定による落札者の決定に

関する事項について審査すること。 

滋賀県病院事業庁建設コンサルタ

ント等選定審査委員会 

病院事業庁長の諮問に応じて病院事

業庁が発注する土木工事および建築
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省略 
 

工事の設計および監理ならびに土木

工事および建築工事に関する調査、企

画、立案および助言に係る地方自治法

施行令第167条の２第１項第２号の規

定による随意契約の締結のため建設

コンサルタント等を選定する場合に

おける当該選定に関する事項につい

て審査すること。 

省略 
 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

使用料 省略 使用料 省略 

手数料 手数料 

種別 区分 金額 

省略 

その他の文書 同 最低 1,100  

最高 5,500 
 

種別 区分 金額 

省略 

その他の文書 同 最低   610 

最高 5,500 
 

注 省略 注 省略 
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滋賀県病院事業の設置等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 

本則および付則 省略 本則および付則 省略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 位置 業務内容 病床数 

滋賀県立総合病

院 

守山市守山

五丁目 

(1)～(11) 省略 588床

省略 
 

名称 位置 業務内容 病床数 

滋賀県立総合病

院 

守山市守山

五丁目 

(1)～(11) 省略 560床

省略 
 

 注 省略 注 省略 

別表第２および別表第３ 省略 別表第２および別表第３ 省略 
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